
平
成
十
八
年
十
二
月
十
二
日
提
出

質

問

第

二

三

九

号

プ
ー
ル
事
故
に
係
る
安
全
対
策
強
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

塩

川

鉄

也
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プ
ー
ル
事
故
に
係
る
安
全
対
策
強
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
六
年
七
月
三
十
一
日
、
埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
の
市
営
プ
ー
ル
で
、
小
学
生
の
女
児
が
流
水
プ
ー
ル
の
吸
水
口
に
吸
い

込
ま
れ
死
亡
す
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
故
が
発
生
し
た
。
梅
雨
明
け
の
夏
休
み
で
人
出
も
多
か
っ
た
時
期
で
の
プ
ー
ル
事
故
で

あ
り
、
利
用
者
、
国
民
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
後
の
調
査
で
、
排
水
口
の
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
格
子
状
の
フ
タ
が
は
ず
れ
、
こ
れ
を
ボ
ル
ト
で
な
く
、
針
金
で
応
急
処
置

を
し
て
い
た
こ
と
や
、
プ
ー
ル
の
管
理
業
務
を
委
託
業
者
任
せ
に
し
、
そ
の
委
託
業
者
が
別
業
者
に
管
理
運
営
の
丸
投
げ
を
し

て
い
た
と
い
う
事
態
も
明
ら
か
に
な
り
、
プ
ー
ル
施
設
・
設
備
の
構
造
基
準
や
適
正
な
管
理
運
営
基
準
を
求
め
る
声
が
上
が
っ

て
い
る
。
地
方
自
治
体
と
し
て
、
独
自
の
安
全
対
策
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
同
時
に
、
政
府
と
し
て
の
取
り
組

み
の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

事
故
が
起
こ
る
た
び
、
政
府
、
自
治
体
、
事
業
者
は
責
任
回
避
に
終
始
し
、
責
任
の
所
在
が
明
確
に
な
ら
な
い
ま
ま
、
担
当

者
が
書
類
送
検
さ
れ
て
う
や
む
や
に
な
っ
て
終
わ
る
場
合
が
多
い
。
今
回
の
事
故
を
機
に
、
特
に
政
府
は
、
自
ら
の
責
任
に
つ

い
て
、
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

政
府
は
、
「
プ
ー
ル
に
お
け
る
事
故
対
策
に
関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
」
を
つ
く
り
、
「
プ
ー
ル
の
安
全
標
準
指
針
（
仮

一



称
）
」
の
作
成
作
業
を
す
す
め
、
こ
の
十
二
月
を
目
途
に
と
り
ま
と
め
、
プ
ー
ル
設
置
管
理
者
に
通
知
す
る
と
し
て
い
る
が
、

現
時
点
で
も
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

プ
ー
ル
事
故
を
な
く
す
た
め
の
抜
本
的
な
安
全
対
策
を
政
府
に
求
め
る
立
場
か
ら
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

「
プ
ー
ル
の
安
全
標
準
指
針
（
仮
称
）
」
の
概
要
に
つ
い
て

（
�
）

二
〇
〇
六
年
八
月
三
十
日
の
「
プ
ー
ル
に
お
け
る
事
故
対
策
に
関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
」
申
し
合
わ
せ
に
基

づ
く
「
プ
ー
ル
の
安
全
標
準
指
針
」
の
基
本
的
性
格
、
適
用
範
囲
、
主
な
内
容
な
ど
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

「
プ
ー
ル
の
安
全
標
準
指
針
」
作
成
の
際
に
は
、
広
く
関
係
者
、
国
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

二

プ
ー
ル
の
構
造
上
の
安
全
性
に
つ
い
て

（
�
）

ふ
じ
み
野
市
の
市
営
プ
ー
ル
の
排
（
環
）
水
口
の
安
全
防
護
柵
は
二
重
構
造
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
二
重
構
造

と
な
っ
て
い
れ
ば
重
大
事
故
に
至
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
文
部
科
学
省
と
厚
生
労
働
省
の
指
針
で
は
、
堅
固

な
格
子
鉄
ブ
タ
や
金
網
の
固
定
化
と
と
も
に
、
吸
い
込
み
防
止
金
具
の
設
置
と
い
う
二
重
構
造
を
要
求
し
て
い
る

が
、
国
土
交
通
省
の
指
針
で
は
フ
タ
の
固
定
を
求
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
二
重
構
造
と
な
る
よ
う
基
準
を
統
一
す

二



べ
き
で
は
な
い
か
。

（
�
）

「
流
水
プ
ー
ル
」
や
「
造
波
プ
ー
ル
」
の
よ
う
に
、
動
力
に
よ
っ
て
水
流
が
つ
く
ら
れ
る
プ
ー
ル
の
場
合
、
思
わ

ぬ
事
故
が
起
こ
り
や
す
い
。
緊
急
停
止
ボ
タ
ン
の
設
置
な
ど
「
流
水
プ
ー
ル
」
「
造
波
プ
ー
ル
」
に
対
す
る
安
全
基

準
が
必
要
で
は
な
い
か
。

（
�
）

政
府
の
実
施
し
た
実
態
調
査
で
も
、
施
設
関
係
で
一
割
の
プ
ー
ル
に
不
備
が
見
つ
か
っ
た
。
し
か
し
、
関
係
省
庁

連
絡
会
議
の
「
申
し
合
わ
せ
」
で
は
「
プ
ー
ル
の
安
全
標
準
指
針
」
に
つ
い
て
、
設
置
管
理
者
に
対
す
る
「
技
術
的

助
言
」
に
と
ど
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
構
造
基
準
に
つ
い
て
、
法
制
度
上
の
基
準
を
作
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
�
）

「
流
水
プ
ー
ル
」
に
つ
い
て
、
建
築
基
準
法
で
遊
戯
施
設
（
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
や
回
転
木
馬
な
ど
）
に
構
造

基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
の
に
準
じ
て
、
構
造
基
準
の
策
定
を
義
務
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
�
）

ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
ラ
イ
ダ
ー
（
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
も
含
む
）
に
つ
い
て
、
安
全
基
準
を
定
め
る
べ
き
で

は
な
い
か
。

三

管
理
運
営
上
の
安
全
性
に
つ
い
て

三



プ
ー
ル
監
視
員
の
資
格
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。
日
本
赤
十
字
社
の
水
上
安
全
法
救
助
員
、
日
本
ラ
イ
フ
セ
ー
ビ
ン
グ
協

会
の
ラ
イ
フ
セ
ー
バ
ー
資
格
、
日
本
体
育
施
設
協
会
の
水
泳
指
導
管
理
士
、
日
本
水
泳
連
盟
水
泳
指
導
員
な
ど
、
な
ん
ら
か

の
資
格
を
プ
ー
ル
監
視
員
に
要
求
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

四


